
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法違反容疑で書類送検 
～土砂への埋没防止の措置を講じなかった疑い～ 

 
諫早労働基準監督署（署長 樽󠄀見 啓介）は本日、株式会社マツヤ産業及び同社の取

締役Ａ（労働災害発生当時）を、労働安全衛生法違反の疑いで長崎地方検察庁に書類

送検しました。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 被疑者 

（１）株式会社マツヤ産業 

   所 在 地：長崎県諫早市多良見町 

   事業内容：コンクリート製品製造業 

（２）株式会社マツヤ産業 取締役Ａ（当時） 

 

２ 違反条文 

  被疑者株式会社マツヤ産業、被疑者Ａともに、いずれも労働安全衛生法違反 

  同法第２１条第２項（事業者の講ずべき措置等） 

   労働安全衛生規則第５３２条の２（ホッパー等の内部における作業の制限） 

    同法第１１９条第１号（罰則） 

    同法第１２２条（両罰規定） 

 

 

 

担 

当 

諫早労働基準監督署 

署 長  樽󠄀見 啓介 

監督課長  八木
や ぎ

 徹
とおる

 

電話 ０９５７－２６－３３１０ 

Press Release 

諫早労働基準監督署発表 

令和６年 12月５日（木） 

【事件の概要】 

令和５年４月３日、長崎県諫早市多良見町の株式会社マツヤ産業敷地内におい

て、土砂に埋没する危険がある原材料貯蔵庫で、労働者に墜落制止のための措置

を講じることなく作業を行わせた疑い。 

たるみ  けいすけ 



３ 災害の概要 

令和５年４月３日、諫早市多良見町の被疑会社敷地内の原材料貯蔵庫内部（約４

メートル四方、深さ約５メートル）において、同社の取締役Ａの指示の下、自社の

作業員Ｂに貯蔵庫の内壁に堆積した砂を掻き落とす作業を行わせていたところ、作

業員Ｂが砂に埋没して死亡するという災害が発生しました。 

 

４ 被疑内容 

労働安全衛生法では、土砂に埋没するおそれがある場所で作業を行わせてはなら

ず、作業を行う場合には、墜落制止用器具を使用させる等の危険防止措置を講じな

ければならないと規定されていますが、災害発生当時、このような危険防止措置が

講じられていなかった疑いがあるものです。 

 

５ その他参考事項 

当署管内で平成３１年１月１日から令和５年１２月３１日の過去５年間に発生

した休業４日以上の労働災害は、全産業で２，２２０件（うち死亡災害９件）とな

り、そのうち製造業で発生した労働災害は３８７件（うち死亡災害２件）で、全体

の約１７パーセントを占めています。 

また、本件災害と同様に、土砂等に埋没することにより労働者が死亡する等して、

労働安全衛生規則第５３２条の２違反により送検された事例は、過去５年間にお

いて全国で１０件に上ります。 

土砂等に埋没するおそれがある場所での作業は、死亡など重篤な災害に繋がる危

険があります。当署では労働災害を防止するための指導を継続するとともに、今後

も法令違反により重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分も含め

厳正に対処していく方針です。  



 

【参照条文】 

○労働安全衛生法 

（事業者の講ずべき措置等） 

第２１条 事業者は、掘削、砕石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止 

    するため必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩落するおそれのある場

所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

 

（罰則） 

第１１９条 次の各号のいずれかに該当するものは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に 

     処する。 

一 第１４条、第２０条から第２５条まで、第２５条の２第１項、第３０条の３第１

項若しくは第４項、第３１条第１項、第３１条の２、第３３条第１項若しくは第２項、

第３４条、第３５条、第３８条第１項、第４０条第１項、第４２条、第４３条、第４

４条第６項、第４４条の２第７項、第５６条第３項若しくは第４項、第５７条の４第

５項、第５７条の５第５項、第５９条第３項、第６１条第１項、第６５条第１項、第

６５条の４、第６８条、第８９条第５項(第８９条の２第２項において準用する場合を

含む。)、第９７条第２項、第１０５条又は第１０８条の２第４項の規定に違反した者 

（第二号以下省略） 

 

（両罰規定） 

第１２２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又 

     は人の業務に関して、第１１６条、第１１７条、第１１９条又は第１２０条の違反行 

     為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑 

     を科する。 

 

○労働安全衛生規則 

（ホツパー等の内部における作業の制限） 

第５３２条の２ 事業者は、ホツパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労 

       働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし労働 

       者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するため措置を講じ 

       たときは、この限りではない。 


